 (
立山町
⇔媒介業者
)様式第２号（第６条関係） 

町有財産売却の媒介に関する契約書

立山町（以下「甲」という。）と 【媒介業者】 （以下「乙」という。）とは、次のとおり町有財産売却の媒介に関する契約を締結する。 

（総則） 
第１条　甲及び乙は、双方の信義誠実の原則に基づき、町有財産売却の適正かつ円滑な推進に資するものとする。 
（契約の趣旨） 
第２条　乙は、末尾記載の町有財産を甲が売却するに当たり、町有財産の購入者（以下「顧客」という。）と甲との売買契約の媒介を行うものとする。 
（媒介方法等） 
第３条　乙は、末尾記載の町有財産について、甲が売買契約を締結することができるよう顧客との媒介を行い、次の書類を甲に提出するものとする。 
⑴　町有地財産の媒介申請書 
[bookmark: _GoBack]⑵　町有財産払下げ申請書 
⑶　その他甲が指示する書類 
２　甲は、前項に規定する書類の提出があったときは、再度、顧客に対して町有財産について説明し、購入の意思を確認の上、契約の相手方として適当であると認めるときは売買契約を締結するものとする。 
３　媒介は、甲と顧客の間で売買契約が成立し、当該町有財産の売買代金が納入され、所有権移転登記が完了したときをもって終了する。 
（媒介報酬） 
第４条　甲は、前条第３項に規定する媒介が終了したときは、媒介に係る報酬として、金　　　　　　　　円（うち、消費税及び地方消費税相当額　　　　　　円）を乙に支払うものとする。 
２　甲は、前条第３項に規定する媒介が終了した後、乙から請求があったときは、適法な請求書を受領した日から 30 日以内に媒介報酬を乙に支払うものとする。 
（甲の解除権） 
第５条　甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、催告によらず、直ちにこの契約を解除することができる。 
⑴　乙が、宅地建物取引業法（昭和 27 年法律第 176 号）第３条第２項の規定により免許の有効期間が満了して効力を失った場合又は同法第 65 条第２項の規定により業務の停止を命じられた場合若しくは第 66 条及び第 67 条の規定により免許を取り消された場合 
⑵　甲が売買契約の成立（売買契約締結後、売買代金の納入、所有権移転の登記が完了するまでをいう。）の見込みがないと認める場合 
⑶　乙がこの契約に違反した場合 
（個人情報の保護） 
第６条　乙は、個人情報を収集するに当たっては、当該個人情報を取り扱う事務の利用の目的（以下「利用目的」という。）を明確にし、当該利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 
２　乙は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために収集した個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
３　乙及び媒介業者は、媒介等の実施に当たり知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 
（契約の失効） 
第７条　この契約は、この契約を締結した日から 30 日以内に売買契約が締結されない場合には失効するものとする。ただし、甲がやむを得ない事情等があると認めたときは、これを延長することができる。 
（契約外の事項） 
第８条　この契約に定めのない事項又はこの契約に疑義が生じた事項については、甲乙協議の上定めるものとする。 
（所管裁判所） 
第９条　この契約についての訴訟の管轄は、甲の事務所の所在地を管轄区域とする地方裁判所とする。 

この契約締結の証として、契約書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自１通を保有するものとする。 



















　　年　　月　　日 

甲　富山県中新川郡立山町前沢2440番地
立山町長


乙　【協定締結団体】会員
【媒介業者住所】
【媒介業者名・代表者名】





町有財産の表示
富山県中新川郡立山町
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